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【 請 求 項 １ 】
　 遊 技 盤 に 設 け ら れ 、 常 に は 遊 技 球 の 入 球 が 困 難 又 は 不 能 に 構 成 さ れ た 特 別 装 置 を 備 え 、
　 前 記 特 別 装 置 は 、
　 前 記 特 別 装 置 内 へ 遊 技 球 を 案 内 す る 特 別 入 球 部 を 備 え る と と も に 、 前 記 特 別 入 球 部 へ の
遊 技 球 の 入 球 を 困 難 又 は 不 能 と す る 第 １ の 状 態 と 、 前 記 第 １ の 状 態 よ り も 前 記 特 別 入 球 部
へ の 入 球 が 容 易 な 第 ２ の 状 態 と の 間 で 状 態 が 切 替 可 能 な 第 １ 可 変 入 球 装 置 と 、
　 前 記 特 別 装 置 内 に 入 球 し た 遊 技 球 が 通 過 し た 場 合 に 、 遊 技 者 に 有 利 な 特 別 遊 技 状 態 を 発
生 さ せ る こ と の 可 能 な 特 定 領 域 と 、
　 前 記 特 定 領 域 へ の 遊 技 球 の 通 過 を 困 難 又 は 不 能 と す る 第 １ の 状 態 と 、 前 記 第 １ の 状 態 よ
り も 前 記 特 定 領 域 へ の 遊 技 球 の 通 過 が 容 易 な 第 ２ の 状 態 と の 間 で 状 態 が 切 替 可 能 な 第 ２ 可
変 入 球 装 置 と を 備 え た 遊 技 機 で あ っ て 、
　 前 記 遊 技 盤 に 設 け ら れ た 第 １ 入 球 口 と 、
　 前 記 第 １ 入 球 口 へ の 入 球 を 検 出 す る 第 １ 入 球 検 出 手 段 と 、
　 前 記 遊 技 盤 に 設 け ら れ 、 識 別 情 報 を 変 動 表 示 可 能 な 第 １ 可 変 表 示 手 段 と 、
　 前 記 遊 技 盤 に 設 け ら れ た 第 ２ 入 球 口 と 、
　 前 記 第 ２ 入 球 口 へ の 入 球 を 検 出 す る 第 ２ 入 球 検 出 手 段 と 、
　 前 記 遊 技 盤 に 設 け ら れ 、 識 別 情 報 を 変 動 表 示 可 能 な 第 ２ 可 変 表 示 手 段 と 、
　 前 記 第 １ 入 球 検 出 手 段 か ら の 検 出 信 号 の 入 力 に 基 づ い て 第 １ の 抽 選 を 行 う と と も に 、 当
該 第 １ の 抽 選 の 結 果 に 基 づ い て 前 記 第 １ 可 変 入 球 装 置 に 関 す る 第 １ の 決 定 を 行 う 第 １ 遊 技
状 態 決 定 制 御 手 段 と 、
　 前 記 第 １ の 抽 選 の 結 果 を 教 示 さ せ る べ く 、 少 な く と も 前 記 第 １ 可 変 表 示 手 段 に お い て 識
別 情 報 を 変 動 表 示 さ せ 、 そ の 後 所 定 の 態 様 に て 停 止 表 示 さ せ る 第 １ 表 示 制 御 手 段 と 、
　 前 記 第 ２ 入 球 検 出 手 段 か ら の 検 出 信 号 の 入 力 に 基 づ い て 第 ２ の 抽 選 を 行 う と と も に 、 当
該 第 ２ の 抽 選 の 結 果 に 基 づ い て 前 記 第 ２ 可 変 入 球 装 置 に 関 す る 第 ２ の 決 定 を 行 う 第 ２ 遊 技
状 態 決 定 制 御 手 段 と 、
　 前 記 第 ２ の 抽 選 の 結 果 を 教 示 さ せ る べ く 、 少 な く と も 前 記 第 ２ 可 変 表 示 手 段 に お い て 識
別 情 報 を 変 動 表 示 さ せ 、 そ の 後 所 定 の 態 様 に て 停 止 表 示 さ せ る 第 ２ 表 示 制 御 手 段 と を 具 備
し 、



　 前 記 第 １ 遊 技 状 態 決 定 制 御 手 段 に よ る 第 １ の 決 定 が 第 １ の 特 定 条 件 を 満 た す 場 合 、 前 記
第 １ 可 変 表 示 手 段 に お い て 識 別 情 報 を 特 定 態 様 で 停 止 表 示 さ せ て 、 前 記 第 １ 可 変 入 球 装 置
を 所 定 時 間 第 ２ の 状 態 に 切 替 え 、
　 前 記 第 ２ 遊 技 状 態 決 定 制 御 手 段 に よ る 第 ２ の 決 定 が 第 ２ の 特 定 条 件 を 満 た す 場 合 、 前 記
第 ２ 可 変 表 示 手 段 に お い て 識 別 情 報 を 特 定 態 様 で 停 止 表 示 さ せ て 、 前 記 第 ２ 可 変 入 球 装 置
を 所 定 時 間 第 ２ の 状 態 に 切 替 え 、
　 前 記 第 １ 可 変 表 示 手 段 及 び 第 ２ 可 変 表 示 手 段 の う ち 、 一 方 の 可 変 表 示 手 段 に お け る 識 別
情 報 の 変 動 表 示 時 間 を 、 他 方 の 可 変 表 示 手 段 に お け る 識 別 情 報 の 変 動 表 示 時 間 よ り も 長 く
設 定 し た こ と を 特 徴 と す る 遊 技 機 。
【 請 求 項 ２ 】
　

　

　

【 請 求 項 ３ 】
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前 記 第 １ の 抽 選 が 前 記 第 １ 可 変 表 示 手 段 に お け る 識 別 情 報 の 変 動 表 示 中 に 行 わ れ た 場 合
に は 、 前 記 第 １ の 抽 選 結 果 を 順 次 保 留 記 憶 す る 第 １ 保 留 記 憶 手 段 と 、

前 記 第 ２ の 抽 選 が 前 記 第 ２ 可 変 表 示 手 段 に お け る 識 別 情 報 の 変 動 表 示 中 に 行 わ れ た 場 合
に は 、 前 記 第 ２ の 抽 選 結 果 を 順 次 保 留 記 憶 す る 第 ２ 保 留 記 憶 手 段 と を 備 え 、

少 な く と も 識 別 情 報 の 変 動 表 示 時 間 が 長 い 前 記 一 方 の 可 変 表 示 手 段 に 対 応 す る 前 記 保 留
記 憶 手 段 に お い て 、 前 記 特 定 条 件 を 満 た し う る 抽 選 結 果 が 保 留 記 憶 さ れ た 場 合 、 そ の 旨 を
教 示 可 能 に 構 成 し た こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 遊 技 機 。

前 記 第 １ 保 留 記 憶 手 段 に お い て 前 記 第 １ の 抽 選 結 果 が い く つ 保 留 記 憶 さ れ て い る か を 教
示 す る 第 １ 保 留 教 示 手 段 と 、

前 記 第 ２ 保 留 記 憶 手 段 に お い て 前 記 第 ２ の 抽 選 結 果 が い く つ 保 留 記 憶 さ れ て い る か を 教
示 す る 第 ２ 保 留 教 示 手 段 と を 備 え 、

少 な く と も 識 別 情 報 の 変 動 表 示 時 間 が 長 い 前 記 一 方 の 可 変 表 示 手 段 に 対 応 す る 前 記 保 留
記 憶 手 段 に お い て 、 前 記 特 定 条 件 を 満 た し う る 抽 選 結 果 が 保 留 記 憶 さ れ た 場 合 、

当 該 特 定 条 件 を 満 た し う る 前 記 抽 選 の 結 果 が 、 前 記 保 留 記 憶 手 段 に お い て 保 留 記 憶 さ れ
た 前 記 抽 選 結 果 の う ち の 何 番 目 に 保 留 記 憶 さ れ て い る か を 、 前 記 保 留 教 示 手 段 に お い て 教
示 可 能 に 構 成 し た こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ２ に 記 載 の 遊 技 機 。
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